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大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨

｜
｜
｜
「
志
貴
皇
子
僅
御
歌
」

一、
は
じ
め
に

『
高
葉
集
』
巻
第
八
、
春
雑
歌
部
の
冒
歌
に
、

石出
走；t
る志
垂？貴
水2皇
の子
上ミの
の僅
早さの

蕨~~干
の私
目白も一一

芝首
出い
イコ
る
春2

と
い
う
早
春
譜
の
秀
歌
が
あ
る
。

」
れ
は
、
巻
第

」
の
一
首
の
制
作
年
代
お
よ
び
憧
ぴ
の
内
実
に

現
行
の
テ
キ
ス
ト
、
全
注
釈
類
で
は
、

大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨

一
首
老
「
｜

に
な
り
に
け
る
か
も

（

8
・
一
四
一
八

一
巻
頭
歌
の
春
の
若
菜
を
摘
む
雄
略
御
製
歌
の
系
譜
に

つ
い
て
は
、
定
説
が
な
い
。

｜
 

｜
 

｝
 つ

ら
な
る
祝
賀
の

上

富

士
口

歌
で
あ
ろ

、っ。



何
の
よ
ろ
こ
び
か
不
明
。
増
封
あ
る
い
は
位
階
昇
進
の
時
の
作
と
も
、
宴
飲
の
際
の
歌
と
も
い
う
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
蔦
葉
集
』
）

こ
こ
は
、
ど
の
よ
う
な
喜
び
か
不
明
で
あ
る
が
、
酒
宴
で
の
感
興
を
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
寓
葉
集
』
）

春
到
来
の
喜
び
を
歌
っ
た
宴
席
歌
か
。
四
季
分
類
の
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
古
歌
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
。

（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
『
万
葉
集
」
）

新
春
の
賀
宴
に
祝
意
を
述
べ
る
趣
で
題
一
諒
さ
れ
た
歌
。
（
講
談
社
文
庫
「
万
葉
集
一
陪
…
桂
（
一
一
）
』
）

よ

ろ

こ

び

お

は

や

け

原
作
時
の
「
僅
」
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
春
の
到
来
を
喜
ぶ
歌
と
し
て
伝
諭
さ
れ
、
公
の
席
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
歌
で
あ

ろ
う
。
（
『
寓
葉
集
全
注

巻
第
八
」
井
手
至
）

と
あ
っ
て
、
喜
び
の
内
実
も
制
作
年
代
も
共
に
不
明
と
見
る
こ
と
が
定
説
化
し
て
い
る
観
が
あ
る
。

一
方
で
、
そ
の
制
作
年
代
と
内
実
を
限
定

す
る
見
解
と
し
て
は
、

① 

持
統
崩
御
の
直
後
、
大
宝
三
年
（
加
）

の
早
春
、
長
い
欝
屈
の
日
々
の
終
り
の
時
。
（
緒
方
惟
章
「
天
智
天
皇
の
皇
子
た
ち
」
『
万
葉
集

講
座

②
 

第
五
巻
』
昭
必
・

2
）

「
長
皇
子
の
新
邸
佐
紀
宮
の
祝
賀
の
宴
席
歌
（
1
・
八
四
）
」
の
答
歌
と
し
て
、
奈
良
遷
都
和
銅
三
年
（
加
）
二
一
月
を
い
ち
じ
る
し
く
は

下
ら
な
い
時
期
。
（
伊
藤
博
「
蔦
葉
集
調
停
注
一
』
平
7
・
日
。
及
び
『
同
四
』
平
8
・
8
）

の
二
説
が
あ
り
、
こ
の
間
、
私
見
と
し
て
、

大
宝
三
年
（
加
）

万
葉
と
そ
の
周
辺
』
初
版
、
昭
日
・

3
。
九
版
、
平
3
年
2
月）

一月一一

O
日
に
忍
壁
皇
子
（
妃
の
同
母
兄
）

の
知
太
政
官
事
任
官
を
慶
賀
し
て
の
献
詠
か
。
（
川
上
富
士
口
一
編
『
古
代
詩



と
、
該
当
歌
の
脚
注
で
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
万
葉
研
究
者
の
誰
の
眼
に
も
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
、
あ
え
て
、
黙
殺
さ
れ
た
の
か
、

に
し
ろ
、
こ
こ
に
い
さ
さ
か
そ
の
要
点
を
、
そ
の
後
の
見
解
を
も
加
え
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

い
づ
れ

二
、
志
貴
皇
子
の
閲
歴

志
貴
皇
子
は
、
名
を
、
「
施
基
」
（
天
智
紀
七
年
二
月
条
）
・
「
芝
基
」
（
天
武
紀
八
年
五
月
条
）
・
「
志
紀
」
（
続
紀
、
大
宝
三
年
九
月
条
）
・
「
志

貴
」
（
続
紀
、
和
銅
元
年
正
月
条
）
と
記
さ
れ
、
万
葉
集
で
は
「
志
貴
」
と
な
っ
て
い
る
。

志
貴
皇
子
の
閲
歴
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
天
智
七
年
（
倒
）

子
（
続
紀
、

②
天
武
八
年
（
仰
）
五
月
吉
野
宮
で
天
皇
・
皇
后
と
会
盟
の
六
皇
子
の
一
人
。

い

つ

い

う

す

め

ら

み

こ

と

き

さ

き

く

さ

か

べ

の

み

こ

の

み

こ

と

お

ほ

つ

の

み

こ

た

け

ち

の

み

こ

か

は

し

ま

の

み

こ

お

さ

か

ベ

の

み

こ

し

き

の

み

こ

み

こ

と

の

り

の

た

ま

乙
酉
に
、
天
皇
、
皇
后
と
草
壁
皇
子
尊
・
大
津
皇
子
・
高
市
皇
子
・
河
島
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
芝
基
皇
子
に
詔
し
て
日
は

わ

れ

け

ふ

い

ま

し

た

も

と

も

お

ほ

ば

ち

か

ち

と

せ

の

ち

こ

と

な

お

も

ほ

い

か

に

み

こ

く
、
「
朕
、
今
日
、
汝
等
と
倶
に
庭
に
盟
ひ
て
、
千
歳
の
後
に
、
事
無
か
ら
し
め
む
と
欲
す
。
奈
之
何
」
と
の
た
ま
ふ
。
皇
子

た

ち

と

も

こ

た

ま

を

こ

と

わ

句

い

や

ち

こ

す

な

は

ま

す

す

ち

か

ま

を

あ

ま

つ

か

み

く

に

等
、
共
に
対
へ
て
日
さ
く
、
「
理
実
、
灼
熱
な
り
」
と
ま
を
す
。
則
ち
草
壁
皇
子
尊
、
先
づ
進
み
て
盟
ひ
て
日
さ
く
、
「
天
神
地

つ

か

み

あ

き

ら

お

の

れ

え

お

と

ひ

と

と

な

り

を

さ

な

き

あ

は

と

を

あ

ま

り

の

み

こ

お

の

も

お

の

も

こ

と

は

ら

い

し

か

お

な

こ

と

な

祇
と
天
皇
、
証
め
た
ま
へ
。
吾
、
兄
弟
長
幼
、
井
せ
て
十
余
王
、
各
異
腹
よ
り
出
で
た
り
。
然
れ
ど
も
同
じ
き
と
異

わ

と

も

み

こ

と

の

り

ま

に

ま

あ

ひ

た

す

さ

か

な

も

い

ま

の

ち

こ

ち

か

ひ

ご

と

れ
る
と
別
か
ず
、
倶
に
天
皇
の
勅
の
随
に
、
相
扶
け
て
杵
ふ
る
こ
と
無
け
む
。
若
し
今
よ
り
以
後
、
此
の
盟
の
如
く
に
あ
ら
ず

い

の

ち

ほ

ろ

う

み

の

こ

た

わ

す

あ

や

ま

い

っ

た

り

の

み

こ

つ

ぎ

で

も

あ

い

ち

か

さ

き

ご

と

は
、
身
命
亡
び
、
子
孫
絶
え
む
。
忘
れ
じ
、
失
た
じ
」
と
ま
を
す
。
五
皇
子
、
次
を
以
ち
て
相
盟
ふ
こ
と
、
先
の
如
し
。

し

か

の

ち

の

た

ま

わ

こ

ど

も

、

つ

ま

し

か

い

ま

ひ

と

つ

お

も

は

ら

か

ら

ご

と

め

ぐ

然
し
て
後
に
、
天
皇
の
日
は
く
、
「
朕
が
男
等
、
各
異
腹
に
し
て
生
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
今
し
一
母
同
産
の
如
く
に
慈
ま
む
」
と

月

天
智
天
皇
の
后
妃
・
皇
子
女
の
中
、
「
越
道
君
伊
羅
都
売
、
施
基
皇
子
を
生
む
」
と
あ
る
。
天
智
天
皇
の
第
七
皇

宝
亀
二
年
八
月
条
）
。
但
し
、

宝
亀
三
年
五
月
八
日
勅

（
類
緊
三
代
格
）

は
第
三
皇
子
と
あ
る
。

大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨



四

す

な

は

こ

ろ

も

の

く

び

ひ

ら

そ

む

た

り

の

み

こ

う

だ

よ

ち

か

も

こ

ち

か

ひ

た

が

た

ち

ま

ち

わ

の
た
ま
ふ
o

－
則
ち
襟
を
披
き
其
の
六
皇
子
を
抱
き
た
ま
ふ
。
因
り
て
盟
ひ
て
日
は
く
、
「
若
し
姦
の
盟
に
違
は
ば
、
忽
に
朕

み

う

し

な

さ

さ

き

ま

た

が
身
を
亡
は
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
皇
后
の
盟
ひ
た
ま
ふ
こ
と
、
且
天
皇
の
如
し
。

へ

い

し

ゆ

っ

す

め

ら

み

こ

と

み

や

か

へ

丙
成
に
、
車
駕
、
宮
に
還
り
た
ま
ふ
。

き

ち

う

と

も

お

ほ

と

の

ま

へ

を

ろ

が

己
丑
に
、
六
皇
子
、
共
に
天
皇
を
大
殿
の
前
に
拝
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

③
朱
鳥
元
年
（
鰯
）

④
持
統
三
一
年
（

ω）
六
月
二
日
撰
善
言
司
に
任
ず
。

き

ぴ

み

こ

し

さ

ぢ

き

く

わ

う

し

き

み

の

あ

そ

み

す

〈

な

ま

ろ

は

た

あ

そ

み

む

ご

へ

こ

こ

む

こ

へ

い

ご

ん

く

わ

う

し

い

よ

ベ

の

む

ら

じ

、

つ

ま

か

ひ

英
未
に
、
皇
子
施
基
・
直
広
津
佐
味
朝
臣
宿
那
麻
呂
・
羽
田
朝
臣
斉
斉
、
此
に
は
牟
吾
閉
と
一
玄
ふ

0

・
勤
広
津
伊
余
部
連
馬
飼

っ

き

の

い

み

き

お

き

な

む

だ

い

き

む

お

ほ

と

も

の

す

く

ね

た

っ

ち

こ

せ

の

あ

そ

み

た

や

す

ら

も

よ

き

こ

と

え

ら

ぶ

っ

か

き

め

・
調
忌
寸
老
人
・
務
大
参
大
伴
宿
禰
手
拍
と
百
勢
朝
臣
多
益
須
等
と
を
以
ち
て
、
撰
善
言
司
に
拝
す
。

八
月
一
五
日

封
二
百
戸
を
加
増
さ
れ
る
。

⑤
大
宝
三
年
（
加
）
九
月
三
日

⑥
大
宝
三
年
（
加
）
十
月
九
日

⑦
大
宝
四
年
（
加
）
正
月
十
一
日

⑧
慶
雲
三
年
（
前
）
九
月
二
五
日
1
十
月
十
二
日

⑨
慶
雲
四
年
（
加
）
六
月
十
六
日
文
武
天
皇
の
積
宮
に
供
奉
。

十

五

は

す

め

ら

み

こ

と

か

む

あ

が

ゐ

せ

っ

こ

あ

い

く

み

く

十

六

日

し

辛
巳
、
天
皇
崩
り
ま
し
ぬ
。
遺
詔
し
た
ま
は
く
、
「
挙
哀
一
一
一
日
、
凶
服
一
月
と
せ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

O
壬
午
、
一
二
品
志

き

の

み

こ

い

ぬ

か

み

の

お

は

さ

み

を

の

け

の

さ

へ

き

も

も

た

り

き

ふ

み

ほ

ん

じ

ち

も

ち

も

が

り

の

み

や

紀
親
王
、
正
四
位
下
犬
上
玉
、
正
四
位
上
小
野
朝
臣
毛
野
、
従
五
位
土
佐
伯
宿
禰
百
足
、
黄
丈
連
本
実
等
を
以
て
須
宮
の
事

っ

か

へ

ま

っ

こ

あ

い

ち

ゃ

く

ぷ

く

も

は

い

せ

う

よ

お

こ

な

に
供
奉
ら
し
む
。
挙
哀
、
着
服
、
一
ら
遺
詔
に
依
り
て
行
は
し
む
。

四
品
志
紀
親
王
、

近
江
国
の
鉄
穴
を
賜
ふ
。

持
統
太
上
天
皇
御
葬
司
に
、

み
か
ま
つ
く
る
っ
か
さ
の
か
み

四
品
志
紀
親
王
、
造
御
竃
長
官
と
な
る
。

四
品
志
紀
親
玉
、

封
一
工
臼
戸
加
増
さ
れ
る
。

難
波
宮
行
幸
の
時
の
歌

（l
・
六
回
）

⑫ ⑪⑩  
手口和和
銅銅銅
八七元
年年年

715 714 708 

正
月
十
一
日

四
品
志
貴
親
王
、
一
二
品
を
授
け
ら
る
。

正
月
三
日

三
品
志
貴
親
玉
、
封
二
百
戸
を
加
増
さ
れ
る
。

正
月
十
日

一一一口問士心幻仙朝柿工工、

二
品
を
授
け
ら
る
。



⑬
霊
亀
元
年

（
市
）
九
月

（
市
）
八
月
十
一
日

十

日

し

き

の

み

こ

こ

う

む

と

ぺ

の

お

ほ

き

み

あ

カ

た

い

ぬ

か

ひ

っ

く

し

っ

か

は

も

の

こ

と

み

ま

も

O
甲
寅
、
二
品
志
貴
親
王
嘉
し
ぬ
。
従
四
位
下
六
人
部
玉
、
正
五
位
下
県
犬
養
宿
禰
筑
紫
を
遣
し
て
、
喪
事
を
監
護
ら
し
む
。

み

こ

て

ん

ぢ

て

ん

わ

う

み

こ

ほ

う

く

ゐ

つ

い

そ

ん

か

す

が

の

み

や

に

あ

め

の

し

た

し

ら

し

め

し

し

す

め

ら

み

こ

と

ま

う

親
王
は
天
智
天
皇
の
第
七
の
皇
子
な
り
。
宝
亀
元
年
、
追
尊
し
て
、
御
春
日
宮
天
皇
と
称
す
。

万
葉
集
に
「
志
貴
親
王
の
亮
り
ま
し
し
時
の
歌
一
首
井
に
短
歌
」
（
2
・
二
二
一

O
題
詞
）
と
あ
り
、

⑭
霊
亀
二
年

こ
れ
ら
の
一
記
事
を
基
に
し
て
、
さ
ら
に
、
天
智
・
天
武
両
帝
の
皇
子
た
ち
の
、
壬
申
の
乱
後
、
霊
亀
二
年
（
志
貴
の
亮
年
）
に
至
る
四
十
四

年
間
の
序
列
を
ま
と
め
た
緒
方
惟
章
作
成
の
「
表
」
（
六
頁
）
を
一
覧
す
れ
ば
、
志
貴
皇
子
と
忍
壁
皇
子
の
二
人
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
持
統
に
疎

注

1
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
際
立
っ
て
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
、
持
統
崩
後
の
持
統
か
ら
解
放
さ
れ
た
喜
び

へ
と
直
結
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
よ
い
。

一一、
忍
壁
皇
子
の
知
太
政
官
事
任
官
ー
大
宝
三
年
｜

別
掲
の
「
表
」
（
六
貰
）
に
も
あ
る
通
り
、
天
武
八
年
五
月
吉
野
会
盟
時
の
序
列
五
位
・
六
位
の
忍
壁
と
志
貴
は
、
共
に
、
天
武
崩
御
後
の
持

統
朝
で
は
「
疎
外
」
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
の
は
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
で
、
「
私
は
、
こ
の
一
首
の
制
作
年
代

は
、
持
統
崩
御
の
直
後
、
大
宝
三
年
（
七

O
三）

の
早
春
と
断
じ
て
偉
ら
な
い
。
」
と
い
う
一
三
口
説
は
今
ひ
と
つ
説
得
力
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
持
統
太
上
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
き
あ
、
我
が
世
に
も
春
が
来
る
だ
ろ
う
と
明
ら
さ
ま
に
歌
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
そ
れ

は
、
孫
文
武
天
皇
に
対
す
る
大
不
敬
と
な
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
に
「
続
紀
』
は
、
大
宝
三
年
正
月
条
に

大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨

五
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部

＊
斜
線
は
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
序
列
、
？
は
詳
細
不
明
で
あ
る
こ
と
、
破
線
は
こ
の
期
間
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一緒方惟章「天智天皇の皇子たちJ（有精堂版『高葉集講座第五巻』よりー



も

が

り

の

み

や

五

日

お

ほ

む

た

め

三
年
春
正
月
発
亥
の
朔
、
朝
を
廃
む
。
親
王
巳
下
百
官
人
等
、
太
上
天
皇
の
贋
宮
を
拝
す
。
〈
中
略
〉
丁
卯
、
太
上
天
皇
の
奉
為
に
、
大
安
・

薬
師
・
元
興
・
弘
福
の
四
寺
に
設
斎
す
。

と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
緒
方
惟
章
は
、

施
基
の
「
僅
」
の
実
体
を
見
失
う
べ
き
で
は
な
い
。
ま
さ
に
、
施
基
に
と
っ
て
は
、
こ
の
大
宝
三
一
年
の
春
は
、
長
い
欝
屈
の
日
々
の
終
り

の
時
で
あ
っ
た
が
故
に
！
。

と
言
、
つ
が
、
こ
の
歌
は
「
終
り
」
の
歌
で
は
な
く
新
し
い
年
の
春
の
「
始
り
」
の
歌
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
肝
心
な
の
で
、
『
続
紀
』
は
続
け
て
、

一－4
1
H
U

壬
午
、
三
品
刑
部
親
王
に
詔
し
て
、
太
政
官
の
事
を
知
ら
し
め
た
ま
ふ
。

と
記
し
て
い
る
。
「
知
太
政
官
事
」
に
つ
い
て
は
、
新
日
本
古
典
大
系
本
『
続
日
本
紀
一
』
の
補
注
に
、

本
条
お
よ
び
慶
雲
二
年
九
月
壬
午
条
で
は
、
刑
部
親
王
お
よ
び
穂
積
親
王
に
「
太
政
官
の
事
を
知
ら
し
む
」
と
あ
っ
て
、
知
太
政
官
事
は

い
ま
だ
官
名
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
慶
雲
三
年
二
月
辛
巳
条
と
霊
亀
元
年
七
月
丙
午
条
で
は
「
知
太
政
官
事
一
一
品
穂
積
親
王
」
「
知

太
政
官
事
一
品
穂
積
親
王
」
と
い
う
よ
う
に
、
知
太
政
官
事
は
品
階
と
と
も
に
肩
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
養
老
四
年
八
月

甲
申
条
に
い
た
る
と
「
詔
以
一
一
舎
人
親
王
－
為
二
知
太
政
官
事
一
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
一
個
の
官
職
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

大
｛
玉
三
年
正
月
の
早
蕨

七



J¥ 

こ
の
時
期
に
知
太
政
官
事
の
任
務
を
与
え
ら
れ
た
者
、
も
し
く
は
そ
の
官
職
に
任
じ
た
者
で
、
今
日
知
ら
れ
る
の
は
つ
ぎ
の
四
名
で
あ

る
（
カ
ツ
コ
内
の
皇
子
の
序
次
は
続
紀
が
示
す
も
の
）
．

刑
部
親
王

大
宝
三
年
正
月
任

慶
雲
二
年
五
月
没
（
天
武
第
九
皇
子
）

穂
積
親
王

慶
雲
二
年
九
月
任

霊
亀
元
年
七
月
没
（
天
武
第
五
皇
子
）

舎
人
親
王

養
老
四
年
八
月
任

天
平
七
年
十
一
月
没
（
天
武
第
三
皇
子
）

鈴
鹿
王

天
平
九
年
九
月
任

天
平
十
七
年
九
月
没
（
高
市
皇
子
の
子
）

知
太
政
官
事
に
つ
い
て
は
、
竹
内
理
三
「
「
知
太
政
官
事
』
考
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
」

I
）
に
お
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

ω知
太
政
官
事
に
任
じ
た
者
は
、
右
の
よ
う
に
鈴
鹿
玉
を
以
て
終
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
後
も
そ
の
復
活
が
予
想
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
慶
雲
三
年
一
一
月
に
知
太
政
官
事
二
品
穂
積
親
王
に
対
す
る
処
遇
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
季
禄
は
右
大
臣
に
准
ず
る
と
い
う
処

置
が
、
式
部
省
式
上
に
「
凡
親
王
知
一
一
太
政
官
事
一
者
、
其
季
禄
准
一
一
右
大
臣
一
」
と
い
う
条
文
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知

ら
れ
る
。

ω皇
子
が
太
政
大
臣
に
任
じ
た
先
例
と
し
て
、
天
智
の
皇
子
の
大
友
皇
子
（
天
智
十
年
正
月
条
）
と
天
武
の
皇
子
の
高
市
皇
子

（
持
統
四
年
七
月
条
）
の
例
が
あ
る
の
に
、
刑
部
親
王
以
下
を
太
政
大
臣
で
は
な
く
知
太
政
官
事
と
し
た
の
は
、
前
代
の
太
政
大
臣
が
万
機

を
総
捜
す
る
権
限
を
も
ち
、
か
っ
そ
の
地
位
が
皇
位
の
継
承
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
へ
の
配
慮
と
、
大
宝
令
制
の
太
政
大
臣
が
臣

の
最
高
代
表
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
親
王
が
任
ず
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
と
推
定
さ

れ
る
。
川
知
太
政
官
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
み
な
天
武
の
子
お
よ
び
孫
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
天
武
一
族
に
よ
る
ミ
ウ
チ
的
な

政
治
体
制
す
な
わ
ち
皇
親
政
治
体
制
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
川
州
大
宝
三
年
正
月
に
知
太
政
官
事
が
置
か
れ
た
直
接
の
理
由
は
、
文

武
と
の
共
同
統
治
者
と
し
て
万
機
を
摂
行
し
て
い
た
持
統
太
上
天
皇
の
死
去
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
穂
積
親
王
の
没
後
久
し
く

こ
れ
が
置
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
右
大
臣
藤
原
不
比
等
を
し
て
そ
の
任
に
当
ら
せ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
金
口
人
親
王
が
知
太
政
官
事
に
任
じ



た
の
は
、
不
比
等
が
没
し
た
直
後
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、
忍
壁
皇
子
の
知
太
政
官
事
任
官
は
同
と
刷
の
理
由
に
よ
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
知
太
政
官
事
と
な
っ
た
忍
壁
皇
子
の
邸
で

は
、
そ
の
祝
い
の
私
宴
が
旬
日
の
裡
に
催
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
祝
賀
の
宴
に
、
志
貴
皇
子
は
、
妃
多
紀
皇

女
と
共
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
多
紀
皇
女
と
春
日
王

多
紀
皇
女
が
、
忍
壁
皇
子
の
同
母
妹
で
あ
る
こ
と
は
、
天
武
紀
一
一
年
二
月
の
后
妃
皇
子
女
条
に
、

か
ぢ
ひ
め
の
い
ら
つ
め

宍
人
臣
大
麻
呂
が
女
椴
媛
娘
、
二
男
二
女
を
生
む
。
其
の
一
を
忍
壁
皇
子
と
日
し
、
其
の
二
を
磯
城
皇
子
と
日
し
、
其
の
三
を
泊
瀬

部
皇
女
と
日
し
、
其
の
四
を
託
基
皇
女
と
日
す
。

と
あ
り
、
『
万
葉
集
』
巻
第
四
に
あ
る
、

春
日
王
歌
一
首

い
ろ

あ
し
ひ
き
の
山
橘
の
色
に
出
で
よ
語
ら
ひ
継
ぎ
て
逢
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
（
4
・
六
六
九
）

の
題
調
の
下
に
、
『
校
本
万
葉
集
」
に
拠
れ
ば
、

大
宝
三
一
年
正
月
の
早
蕨

九



。

元
、
商
、
温
、
矢
、
京
下
ニ
小
字
「
志
貴
皇
子
之
子
母
日
多
紀
皇
女
也
」
ア
リ
。
但
、
西
、
「
貴
」
ヲ
「
賀
」
ト
セ
リ
。
元
、
「
女
」
ハ
「
子
」

ヲ
同
筆
ニ
テ
直
セ
リ
。

神
、
下
ニ
訓
ト
同
筆
ニ
テ
小
字
「
志
貴
皇
子
之
母
日
多
記
皇
女
也
」
ア
リ
。

類
、
前
行
ニ
「
春
日
王
相
聞
寄
志
貴
皇
子
之
7
3
母
日
多
紀
皇
了
也
」
ア
リ
。

と
あ
り
、
神
宮
文
庫
本
も
「
志
貴
皇
子
之
子
母
日
多
紀
皇
女
也
」
と
し
、
広
瀬
本
も
「
志
貴
皇
子
之
子
母
日
多
紀
皇
女
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら

の
注
記
を
信
用
す
れ
ば
、
春
日
王
は
志
貴
皇
子
と
多
紀
皇
女
と
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
は
、
天
智
天
皇
の
皇
子
施

基
皇
子
の
子
で
、
正
四
下
と
み
え
る
。
安
貴
王
の
父
、
市
原
王
の
祖
父
に
あ
た
る
。

こ
の
春
日
王
の
閲
底
干
知
る
資
料
は
少
な
い
が
、
続
紀
養
老
七
年
（
問
）

一
月
一

O
日
条
の
授
位
記
事
中
に
、

元
位
栗
栖
王
・
三
嶋
王
・
春
日
王
に
並
に
従
四
位
下
。

と
あ
っ
て
、
初
叙
位
記
事
が
あ
る
。
「
選
叙
令
」
の
皇
親
の
蔭
位
の
規
定
、

わ

う

じ

ん

お

む

し

ん

わ

ヲ

凡
そ
皇
親
に
蔭
せ
む
こ
と
は
、
親
王
の
子
に
従
四
位
下
、
諸
王
の
子
に
従
五
位
下
。
其
れ
五
世
王
は
、
従
五
位
下
。
子
は
一
階
降
せ
。
庶
子

べ

ち

ち

ょ

く

し

ょ

ぷ

ん

こ

り

ゃ

う

か

か

は

は
又
一
階
降
せ
。
唯
し
別
勅
に
処
分
せ
む
は
、
此
の
令
に
拘
れ
じ
。

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
初
授
位
で
、
志
貴
皇
子
と
多
紀
皇
女
の
嫡
子
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
叙
位
時
の
年
齢
は
、
同
じ
く
「
選
叙



令
」
の
授
位
の
最
低
年
齢
の
制
限
の
規
定
、

さ

づ

と

し

か

Z

た

だ

お

む

凡
そ
位
授
け
む
は
、
皆
年
廿
五
以
上
を
限
れ
。
唯
し
蔭
を
以
て
出
身
せ
む
は
、
皆
年
廿
一
以
上
を
限
れ
。

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
よ
い
。
と
す
る
と
、
そ
の
出
生
は
、
湖
っ
て
大
宝
三
年
（
加
）

の
閲
歴
を
み
る
と
、

母
、
多
紀
皇
女
（
託
基
、
賞
者
と
も
記
す
）

朱
鳥
元
年
（
術
）
四
月
二
十
七
日
条
に
、

多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を
伊
勢
神
宮
に
遣
す
。

同
年
五
月
九
日
条
に
、

多
紀
皇
女
等
、
伊
勢
よ
り
至
り
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
新
羅
貢
調
物
を
献
ず
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
時
に
、
十
一
歳
か
ら
十
三
歳
か
。

文
武
二
年
（
飢
）
九
月
十
日
条
に
、

当
者
皇
女
を
遣
し
て
伊
勢
斎
宮
に
侍
ら
し
む
。

大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨

の
こ
と
と
な
る
。



と
あ
っ
て
、
文
武
即
位
直
後
に
卜
定
さ
れ
、

一
年
間
の
潔
斎
だ
け
で
下
向
し
た
ら
し
い
。
時
に
、
二
十
二
歳
か
ら
二
十
五
歳
か
。
大
宝
元
年
（
加
）

二
月
十
六
日
条
に

泉
内
親
王
を
遣
し
て
伊
勢
斎
宮
に
侍
ら
し
む
。

同
4

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
、
多
紀
皇
女
は
解
任
と
な
り
帰
京
し
、
母
の
邸
か
兄
忍
壁
皇
子
の
邸
（
あ
る
い
は
、
母
も
兄
も
同
じ
邸
に
あ
っ
た
か
）

に
居
住
し
た
も
の
と
推
定
で
き
よ
う
。
時
に
、
二
十
五
歳
か
ら
二
十
八
歳
の
聞
で
あ
ろ
う
。

こ
の
大
宝
元
年
二
月
十
六
日
以
後
、
大
宝
二
年
の
中
に
、
志
貴
皇
子
と
の
通
婚
が
あ
り
、
春
日
王
を
懐
妊
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
と
す

れ
ば
、
大
宝
三
年
春
正
月
に
は
、
臨
月
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
早
蕨
の
萌
え
出
づ
る
」
春
と
は
、
妃
の
同
母
兄
忍
壁
皇
子
の
知
太
政
官

桂

5

事
任
官
の
慶
賀
の
他
に
、
妃
多
紀
皇
女
の
春
日
王
出
産
｜
｜
新
し
い
生
命
の
誕
生
H
早
蕨
｜
｜
の
「
待
遠
し
き
」
と
い
っ
た
幸
福
な
期
待
感
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
た
く
ま
ず
し
て
、
寓
さ
れ
て
い
た
も
の
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
首
の
「
樺
」
ぴ
の
内
実
を
正
鵠
に
復
元
し
、

鑑
賞
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
稿
）

注

両
皇
子
の
疎
外
（
不
遇
）
期
の
理
由
を
、
両
皇
子
の
外
戚
の
「
阿
倍
氏
」
内
部
に
お
け
る
、
布
勢
系
と
引
田
系
の
対
立
関
係
、
特
に
、
氏
上
、
右
大
臣

阿
倍
（
布
勢
）
朝
臣
御
主
人
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
池
田
三
枝
子
「
志
貴
皇
子
と
忍
壁
皇
子
（
上
）
ー
そ
の
不
遇
期
に
つ
い
て
｜
」
（
「
銀

杏
鳥
歌
」

7
号
、
平
3
・
2
0
「
同
前
（
中
）
（
同
前
8
号
、
平
4
・
6
）
「
同
前
（
下
）
（
同
前
9
号
、
平
4
－

U
）
が
あ
る
。

竹
内
理
三
他
編
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
第
三
巻
』
（
昭
M
・
7
）
に
は
、

注
2 

【
春
日
王
】
付

春
日
皇
子
を
み
よ
。
口

伝
未
詳
。
持
統
三
・
四
莞
じ
た
（
書
紀
）
。
日

伝
未
詳
。
文
武
三
・
六
卒
し
、
勅
使
贈
を
賜
わ
っ
た
。



注
3 

時
に
浄
大
臨
時
（
続
紀
）
。
同
施
基
皇
子
の
子
。
安
貴
王
の
父
。
養
老
七
・
正
無
位
よ
り
従
四
下
に
叙
せ
ら
れ
、
天
平
＝
了
正
、
従
四
上
、
同
十
五
・

五
正
四
下
に
昇
叙
し
た
が
、
同
十
七
・
四
散
位
で
卒
し
た
（
続
紀
）
。
紹
運
録
に
、
天
智
天
皇
の
皇
子
施
基
皇
子
の
子
で
、
正
四
下
と
み
え
る
。
安
貴

王
の
父
、
市
原
王
の
祖
父
に
あ
た
る
。
田
弓
削
皇
子
が
吉
野
に
遊
ん
だ
時
に
詠
ん
だ
歌
に
対
し
、
「
春
日
王
の
和
へ
奉
れ
る
歌
一
首
」
が
あ
り
（
万

葉
却
）
、
ま
た
「
春
日
王
の
歌
一
首
」
が
み
え
る
（
万
葉
四
倒
）
。
前
の
歌
に
み
え
る
弓
削
皇
子
は
天
武
天
皇
々
子
で
、
文
武
三
・
七
崩
じ
て
い
る
か

ら
、
こ
の
皇
子
と
歌
を
贈
答
し
た
の
は
臼
の
春
日
王
と
思
わ
れ
、
後
の
歌
は
元
暦
本
に
「
志
貴
皇
子
之
子
、
母
日
多
紀
郎
女
也
」
と
註
す
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
四
の
春
日
王
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
景
雲
三
・
十
一
無
位
よ
り
従
五
下
に
叙
せ
ら
れ
た
（
続
紀
）
。

と
あ
る
。

竹
内
理
三
他
「
日
本
古
代
人
名
辞
典
第
四
巻
』
（
昭
お
・

7
）
に
は
、

【
託
基
皇
女
｝
天
武
天
皇
々
女
。
多
紀
皇
女
（
朱
鳥
元
条
）
、
多
紀
内
親
王
（
慶
雲
三
・
十
二
条
以
降
）
嘗
者
皇
女
（
文
武
二
・
九
条
）
に
も
つ
く
る
。

天
武
二
・
四
天
皇
は
宍
人
巨
大
麻
口
口
の
女
擬
媛
娘
に
安
い
二
男
二
女
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
第
四
子
と
あ
る
。
朱
烏
元
・
四
伊
勢
神
宮
に
遣
わ
さ
れ
た
。

新
羅
貢
調
物
を
献
ず
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
同
元
・
五
伊
勢
よ
り
帰
京
し
た
（
書
紀
）
。
文
武
二
・
九
伊
勢
斎
宮
に
遣
わ
さ
れ
、
慶
雲
三
・
十
二
、
大
神

宮
に
参
じ
た
。
時
に
四
品
。
天
平
九
・
二
、
三
品
を
授
け
ら
れ
、
勝
宝
元
・
四
二
品
よ
り
一
品
に
叙
せ
ら
れ
、
勝
宝
三
・
正
、
豪
じ
た
。
時
に
一
品
。

天
武
天
皇
の
皇
女
と
あ
る
（
続
紀
）
。
春
日
王
の
歌
の
註
に
、
元
暦
本
、
古
写
一
本
に
春
日
王
は
志
貴
皇
子
の
子
、
母
を
多
紀
皇
女
と
い
う
と
あ
る

（
万
葉
四
倒
）
。
古
義
も
こ
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。

と
あ
る
。

緒
方
惟
章
「
天
智
天
皇
の
皇
子
た
ち
」
（
『
万
華
集
講
座
第
五
巻
』
昭
必
・

2
）
は
、

春
日
の
生
年
を
大
宝
三
年
（
七
O
一
二
）
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
春
日
の
生
母
勤
苧
皇
女
が
斎
宮
と
し
て
伊
勢
に
赴
い
て
い
る
期
間
（
当
香
が
斎
宮
で

な

あ
っ
た
の
は
、
文
武
二
年
（
六
九
八
）
よ
り
慶
雲
三
年
（
七
O
六
）
の
期
間
で
あ
る
）
に
相
当
し
、
春
日
を
生
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
し
た
が
、
こ
の
大
宝
元
年
二
月
十
六
日
条
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
文
を
も
と
に
多
紀
皇
女
の
解
任
お
よ
び
志
貴
皇
子
と
の
通
婚

と
春
日
王
出
産
に
つ
い
て
、
塩
谷
香
織
「
志
貴
皇
子
系
譜
の
疑
問
｜
市
原
王
は
志
貴
皇
子
の
曽
孫
で
は
な
い
｜
」
（
「
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
」

お
号
昭
日
・

3
）
は
、

多
紀
皇
女
が
志
貴
皇
子
に
嫁
し
、
春
日
王
を
生
み
得
る
の
は
大
宝
元
年
（
七
O
一
年
）
二
月
十
六
日
以
降
で
あ
る
。

斎
王
解
任
後
す
ぐ
に
志
貴
皇
子
に
嫁
し
、
春
日
王
が
第
一
子
と
す
る
と
、
春
日
王
の
生
年
は
大
宝
二
年
（
七
O
二
年
）
又
は
三
年
（
七
O
三
年
）
と

な
る
。
大
宝
三
年
（
七
O
三
年
）
生
と
す
る
と
、
元
位
か
ら
従
四
位
下
を
授
け
ら
れ
た
養
老
七
年
（
七
一
一
一
一
一
年
）
は
丁
度
二
十
一
才
で
あ
る
。
天
智

注
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大
宝
三
年
正
月
の
早
蕨



四

注
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帝
の
皇
子
と
天
武
帝
の
皇
女
と
の
間
の
子
で
あ
れ
ば
、
二
十
一
才
丁
度
の
叙
位
も
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

即
ち
選
叙
令
か
ら
言
っ
て
も
、
春
日
玉
の
生
年
は
大
宝
三
年
（
七
O
三
年
）
よ
り
下
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
多
紀
皇
女
が
母
で
あ
れ
ば
大
宝

二
年
（
七
O
二
年
）
よ
り
遡
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

と
し
、
そ
れ
を
承
け
て
、
村
山
出
「
志
貴
皇
子
の
歌
「
催
御
歌
」
の
解
釈
の
視
点
の
検
討
1
」
（
国
語
と
国
文
学
」
別
号
昭
U
－

m）
は
、

皇
子
に
嫁
し
て
春
日
王
を
生
ん
だ
多
紀
皇
女
は
大
宝
元
年
（
七
O
二
二
月
己
未
（
十
六
日
）
の
泉
皇
女
と
の
交
替
期
ま
で
は
伊
勢
斎
宮
の
任
に
あ
っ

た
の
で
、
春
日
王
誕
生
は
大
宝
二
i
三
年
と
な
り
春
日
王
叙
位
の
時
期
の
年
齢
と
も
符
号
す
る
。

と
容
認
し
て
い
る
。

森
本
治
吉
『
高
葉
集
精
粋
の
鑑
賞
下
巻
』
（
昭
M
・
l
）
に
、
（
傍
線
川
上
）

御
歌
の
封
象
は
、
早
春
の
野
外
の
有
様
で
あ
る
。
故
に
、
残
り
の
雪
を
取
上
げ
て
歌
ふ
事
も
出
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
さ
う
い
ふ
冬
の
残
影
に
目

を
く
れ
ず
、
芽
を
吹
き
出
づ
る
新
た
な
る
生
命
に
心
を
お
惹
か
れ
遊
ば
し
た
事
は
、
即
ち
御
心
中
に
御
喜
び
が
あ
っ
て
、
早
春
の
外
象
に
感
ず
る
生

き
生
き
し
た
も
の
が
内
に
醸
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
内
部
の
明
る
い
御
心
理
が
、
名
作
の
生
れ
出
づ
る
に
興
っ
て
充
分
の
力
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
あ
り
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
『
蔦
葉
集
一
一
」
（
昭
臼
・
日
）
の
頭
注
に
、

「
わ
ら
び
」
は
早
春
、
嬰
児
の
握
り
拳
の
よ
う
な
形
状
の
新
芽
を
出
し
、
食
用
に
さ
れ
る
。

と
あ
り
、
大
岡
信
『
万
葉
集
』
（
昭
印
・

4
）
に
、
（
傍
線
、
川
上
）

「
石
ば
し
る
」
の
歌
は
「
志
貴
皇
子
の
憧
ぴ
の
御
歌
一
首
」
と
あ
る
も
の
だ
が
、
ど
ん
な
内
容
の
喜
び
だ
っ
た
の
か
不
明
。
あ
る
い
は
子
ど
も
を
得
て

の
祝
い
の
歌
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
空
想
す
る
が
、
歌
そ
の
も
の
は
春
を
迎
え
る
歓
喜
を
う
た
っ
て
い
て
、
古
来
最
も
代
表
的
な
春
の
寿
ぎ

の
歌
の
一
つ
と
し
て
愛
請
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
歌
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
響
き
の
よ
さ
を
そ
な
え
て
い
た
。

と
あ
る
。


